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犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
犯
罪
等
を
撲
滅
す
る
た
め
の
取
組
を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
着
実
な
実
施
を
果
た
す

べ
く
、
政
府
を
挙
げ
た
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
対
策
が
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
に
根
ざ
す
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
べ
く
、
広
報
啓
発
を
図
る
こ
と
。

二
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
に
つ
い
て
適
正
な
支
給
水
準
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
等
の
早
期
軽
減
に
資
す
る

た
め
、
裁
定
の
迅
速
化
、
早
期
支
給
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
休
業
加
算
の
導
入
を
始
め
と
す
る
今
回
の
法
改
正
を
含
め
犯
罪
被
害
給
付
制
度
全
般
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
し
広
報
啓
発

活
動
を
積
極
的
に
行
い
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、
そ
の
有
す
る
権
利
や
手
続
に
つ
い
て
十
分

な
教
示
を
行
う
こ
と
。

四
、
本
法
律
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
過
失
に
よ
る
犯
罪
被
害
、
外
国
に
お
け
る
邦
人
の
犯
罪
被
害
等
の
状
況
を
引
き
続
き
注

視
し
、
民
間
基
金
の
活
用
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
全
般
的
な
支
援
の
更
な
る
充
実
に
努
め
る
こ
と
。



五
、
民
間
団
体
に
対
す
る
財
政
的
援
助
を
含
め
た
支
援
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
、
民
間
団
体
等
に
よ
る

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

六
、
テ
ロ
事
件
の
被
害
者
に
対
す
る
事
案
に
即
し
た
経
済
的
な
救
済
措
置
に
係
る
考
え
方
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
に

お
い
て
未
曾
有
の
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
犯
罪
に
よ
る
多
数
の
被
害
者
等
に
対
す
る
適
切
な
支
援
策
を
検
討

す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


